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衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

都
市
再
生
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
四
年

政
令
第
二
百
五
十
七
号
。
以
下
「
本
政
令
」
と
い
う
。
）
の
立
案
に
当
た
っ
て
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
手
続
を
適
切
に
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
は
、
都
市
の
再
生
の
拠
点
と
し
て
都
市
開
発
事
業
等
を
通
じ
て
緊
急
か
つ
重
点
的
に
市

街
地
の
整
備
を
推
進
す
べ
き
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
域
で
あ
る
が
、
当
該
地
域
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
容
積
率
の
緩

和
等
の
効
果
が
直
接
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

本
部
に
お
い
て
は
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
は
容
積
率
の
緩
和
等
の
効
果
を
直
接
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
本
政
令
の
立
案
に
当
た
っ
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
固
定
資
産
税
な
ど
私
有
財
産
な
ど
」
へ
の
個
別
の

影
響
に
つ
い
て
の
討
議
等
は
行
っ
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

一



本
部
に
お
い
て
は
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
指
定
さ
れ
た
地
域
の
不
動
産
の
資
産
価
値
の
変
化
に
つ
い
て
特
段
の
想

定
は
し
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

「
平
成
十
一
年
度
土
地
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
」
（
平
成
十
二
年
六
月
九
日
閣
議
決
定
、
同
日
国
会
提
出
）
に
お
い

て
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
「
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
に
お
け
る
地
価
高
騰
に
お
い
て
は
、
当
初
、
事
務
所
ビ
ル
需
要
の
急
激
な

増
大
が
都
心
部
の
業
務
地
の
地
価
上
昇
を
招
き
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
金
融
緩
和
に
よ
る
過
剰
流
動
性
を
背
景
に
、
住
宅

地
の
買
換
え
需
要
の
増
大
と
投
機
的
な
需
要
の
増
大
が
主
た
る
原
因
と
な
っ
て
、
タ
イ
ム
ラ
グ
を
伴
い
な
が
ら
周
辺
地
域
及

び
他
の
主
要
都
市
の
地
価
上
昇
が
波
及
し
て
い
っ
た
」
も
の
と
総
括
し
て
い
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

法
は
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
の
前
後
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
住
民
に
対
し
説
明
す
る
責
務
」
は
定

め
て
い
な
い
。

な
お
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
は
、
容
積
率
の
緩
和
等
の
効
果
を
直
接

生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

二



一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
東
京
都
新
宿
区
富
久
地
区
は
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
環
状
四
号
線
新
宿
富
久
沿
道
地

域
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
当
該
地
域
は
、
都
市
再
生
基
本
方
針
（
平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
第
三
の
�
に
定
め

る
「
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
基
準
」
に
合
致
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
た
め
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
環
状
四
号
線
新
宿
富
久
沿
道
地
域
の
中
に
、
西
富
久
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
準
備
組
合
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

本
部
の
事
務
局
で
あ
る
内
閣
官
房
は
承
知
し
て
い
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

全
国
に
お
け
る
都
市
再
生
の
動
き
に
対
応
し
つ
つ
、
都
市
開
発
事
業
等
の
熟
度
等
に
応
じ
て
、
今
後
、
都
市
再
生
緊
急
整

備
地
域
を
更
に
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

法
は
、
第
一
条
に
お
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
高
度
化
及
び
都
市
の
居
住
環
境
の
向
上
を

「
都
市
の
再
生
」
と
定
義
し
て
お
り
、
法
に
基
づ
く
都
市
再
生
基
本
方
針
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
協
議
会
、
民
間
都
市
再
生

事
業
計
画
の
認
定
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
等
の
特
例
等
都
市
の
再
生
の
た
め
の
特
別
措
置
は
、
す

三



べ
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
高
度
化
と
都
市
の
居
住
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
計
画
提
案
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
計
画
提

案
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
案
の
作
成

に
必
要
な
場
合
に
お
け
る
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
、
都
市
計
画
の
案
の
公
告
及
び
縦
覧
、
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
又

は
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
都
市
計
画
の
案
に
対
す
る
意
見
書
の
要
旨
の
提
出
等
の
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ

ら
の
手
続
を
通
じ
て
、
適
切
に
住
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項
に
お
い
て
、
都
市
計
画
決
定
権
者
が
計
画
提
案
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
六

月
以
内
に
当
該
計
画
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
等
の
処
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
都
市
計

画
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
か
ら
意
見
を
聴
か
れ
、
又
は
協
議
を
受
け
た
関

四



係
市
町
村
又
は
国
土
交
通
大
臣
等
に
対
し
、
都
市
計
画
決
定
権
者
が
そ
の
処
理
期
間
中
に
都
市
計
画
の
決
定
等
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
速
や
か
に
意
見
の
申
出
又
は
協
議
を
行
う
べ
き
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
用
途
地
域
の
変
更
を
含
む
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
計

画
法
第
十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都

市
計
画
の
案
の
作
成
に
必
要
な
場
合
に
お
け
る
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
、
都
市
計
画
の
案
の
公
告
及
び
縦
覧
、
都
道
府
県

都
市
計
画
審
議
会
又
は
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
都
市
計
画
の
案
に
対
す
る
意
見
書
の
要
旨
の
提
出
等
の
手
続
を
と
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
を
通
じ
て
、
適
切
に
住
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
適
切
に

実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
意
見

照
会
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
照
会
か
ら
回
答
ま
で
に
実
際
に
か
か
っ
た
日
数
は
、
照
会
日
及
び
回
答
日
を
含
め
、
最
長

は
六
十
三
日
、
最
短
は
一
日
で
あ
っ
た
。

五



三
の
�
に
つ
い
て

国
か
ら
の
無
利
子
貸
付
け
又
は
補
助
金
を
活
用
し
て
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
が
民
間
事
業
者
に
対
し
て
法
に
基
づ
き
行

う
支
援
策
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
共
施
設
の
整
備
費
用
の
一
部
に
対
す
る
無
利
子
で
の
貸
付

け
（
以
下
「
無
利
子
貸
付
け
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
共
施
設
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
避
難
施
設
、

駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
の
利
用
者
及
び
都
市
の
居
住
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
（
以
下
「
公
共
施
設
等
」
と

い
う
。
）
の
整
備
費
用
の
範
囲
内
に
お
け
る
出
資
、
社
債
の
取
得
、
信
託
受
益
権
の
取
得
等
（
以
下
「
出
資
等
」
と
い
う
。
）

並
び
に
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
費
用
の
範
囲
内
に
お
け
る
債
務
の
保
証
（
以
下
「
債
務
保
証
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
支
援
を
同
一
事
業
者
が
受
け
ら
れ
る
組
合
せ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

無
利
子
貸
付
け

�

出
資
等

�

債
務
保
証

�

無
利
子
貸
付
け
及
び
出
資
等

六



�

無
利
子
貸
付
け
及
び
債
務
保
証

�

出
資
等
及
び
債
務
保
証

�

無
利
子
貸
付
け
、
出
資
等
及
び
債
務
保
証

三
の
�
に
つ
い
て

事
業
者
が
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
支
援
を
受
け
る
た
め
に
は
、
当
該
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
当
該
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
る
に
は
、
当
該
事
業
が
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
お
け
る
都
市

開
発
事
業
（
都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与
す
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地

の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
の
う
ち
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
地
域
整
備
方
針
に
定
め
ら
れ
た
都
市
機
能
の
増
進
を
主
た
る
目
的
と
し
、
そ
の
事
業

区
域
の
面
積
が
原
則
と
し
て
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
事
業
に
該
当
し
、か
つ
、

当
該
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
が
、
都
市
の
再
生
に
著
し
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
法
第
二
十
一
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

七



四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

本
部
に
お
い
て
は
、
本
政
令
の
立
案
に
当
た
っ
て
、
お
尋
ね
の
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
ビ
ル
の
空
室

の
総
面
積
、
新
た
な
床
面
積
へ
の
需
要
並
び
に
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
新
た
に
発
生
す
る
床
面
積
の
見
積
り
に
つ
い
て

の
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
に
際
し
て
、
都
市
再
生
基
本
方
針
第
三
の
�
に
定
め

る
「
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
指
定
基
準
」
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
こ

と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

本
部
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
ビ
ル
を
建
て
替
え
る
場
合
と
局
部
的
に
情
報
化
対
応
す
る
場
合
と
の
社
会
的
費
用

の
比
較
は
行
っ
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

本
部
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
床
面
積
の
供
給
過
剰
な
ど
の
様
々
な
都
市
問
題
を
引
き
起
こ
す
い
わ
ゆ
る
「
二
〇

〇
三
年
問
題
」
に
つ
い
て
の
経
済
学
的
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

八



お
尋
ね
の
「
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
、
ビ
ル
産
廃
の
増
加
、
水
問
題
、
小
中
学
校
の
就
学
人
数
な
ど
」
に
つ
い
て
は
、

都
市
再
生
基
本
方
針
第
三
の
�
「
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
整
備
に
あ
た
っ
て
の
配
慮
等
」
に
お
い
て
、
「
緑
、
水
、
大

気
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
景
観
な
ど
都
市
の
環
境
の
保
全
・
改
善
や
、
従
前
居
住
者
の
居
住
の
確
保
な
ど
に
も
配
慮
す
る
。
」
と

定
め
る
と
と
も
に
、
第
二
の
�
「
都
市
再
生
施
策
の
重
点
分
野
」
と
し
て
、
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
、
地
球
温
暖
化
対

策
・
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
、
安
全
で
お
い
し
い
水
の
確
保
等
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
配
慮
し
て
都
市
の

再
生
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
九
条
の
二
に
基
づ
く

い
わ
ゆ
る
総
合
設
計
制
度
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
公
開
空
地
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
立
案
に
当

た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
総
合
設
計
制
度
に
係
る
紛
争
に
関
す
る
情
報
の
収
集
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
こ
の
よ

う
な
情
報
の
提
供
も
受
け
て
い
な
い
。
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ま
た
、
い
わ
ゆ
る
総
合
設
計
制
度
に
関
し
て
は
、
同
法
に
お
い
て
実
質
的
な
改
正
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
同
法
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
る
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
建
築
確
認
の
手
続
に
よ
り
容
積
率

等
の
緩
和
を
行
う
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
総
合
設
計
制
度
等
の
運
用
の
中
で
定
型
化
で
き
る
も
の
等
を
参
考
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

一
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